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第１　令和７年度事業計画に関する書類

１　事 業 計 画

⑴　埋立事業

アイランドシティ整備事業

複合施設及びバス営業所用地の賃貸（事業用定期借地）を行う。

⑵　賃貸事業

ア　上屋倉庫

　　コンテナ貨物を対象とした倉庫の賃貸を行う。

イ　博多港センタービル

　　オフィス、会議室等の賃貸を行う。

ウ　利便施設（ハーバーシティ）

　　利便施設の賃貸を行う。

エ　利便施設（トイレ・休憩施設等）

　アイランドシティコンテナターミナル滞留帯の横に物流事業者のためのトイレ、休憩施設・

利便施設の整備、賃貸を行う。

⑶　西福岡マリーナ運営事業

ア　管理運営

　　施設の管理運営について、専門事業者に委託を行う。

イ　敷地の賃貸

　　駐車場用地として敷地の一部の賃貸を行う。

⑷　指定管理事業

博多港国際ターミナル及び中央ふ頭クルーズセンターの管理運営、自主事業の運営を行う。

⑸　クルーズ受入事業

クルーズ受入に係る調整業務を行う。
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２　収 支 計 画 表（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）
（単位 : 千円）

科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　額

収

入

前 期 繰 越 金 5,014,531

賃 貸 収 入 等 568,889

指 定 管 理 事 業 収 入 等 558,100

受 取 配 当 金 ・ 利 息 等 86,822

計 6,228,342

支

出

賃 貸 費 用 等 309,002

指 定 管 理 事 業 費 等 511,400

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 274,300

債 券 購 入 200,000

事 業 税 ・ 法 人 税 等 69,509

配 当 金 25,600

次 期 繰 越 金 4,838,531

計 6,228,342

（注）本書類に記載の金額については、表示単位未満を切り捨てて表示している。



— 3 —

第２　令和６年度決算に関する書類

１　事 業 報 告

⑴　埋立事業

アイランドシティ整備事業

複合施設及びバス営業所用地の賃貸（事業用定期借地）を行った。

⑵　賃貸事業

ア　上屋倉庫

　　コンテナ貨物を対象とした倉庫の賃貸を行った。

イ　博多港センタービル

　　オフィス、会議室等の賃貸を行った。

ウ　利便施設（ハーバーシティ）

　　利便施設の賃貸を行った。

⑶　西福岡マリーナ運営事業

ア　管理運営

　　施設の管理運営について、専門事業者に委託を行った。

イ　敷地の賃貸

　　駐車場用地として敷地の一部の賃貸を行った。

⑷　指定管理事業

博多港国際ターミナル及び中央ふ頭クルーズセンターの管理運営、自主事業の運営を行った。

⑸　クルーズ受入事業

クルーズ受入に係る調整業務を行った。
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２　損 益 計 算 書（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）
（単位 : 円）

科　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　額

売 上 高 1,152,175,608

売 上 原 価 869,810,904

売 上 総 利 益 282,364,704

販売費及び一般管理費 251,158,818

営 業 利 益 31,205,886

営 業 外 収 益

受 取 利 息 911,269

有 価 証 券 利 息 49,238,831

受 取 配 当 金 13,822,000

そ の 他 1,307,855 65,279,955

経 常 利 益 96,485,841

税 引 前 当 期 純 利 益 96,485,841

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 13,062,558

法 人 税 等 調 整 額 5,564,797 18,627,355

当 期 純 利 益 77,858,486



— 5 —

３　貸 借 対 照 表（令和7年3月31日現在）

（単位 : 円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 5,193,528,877 流 動 負 債 307,091,781

現 金 及 び 預 金 5,014,531,827 買 掛 金 5,196,849

売 掛 金 138,140,806 未 払 金 2,160,000

商 品 25,312,189 未 払 費 用 180,499,348

未 収 還 付 法 人 税 等 1,430,533 未 払 法 人 税 等 21,537,900

そ の 他 14,113,522 役 員 賞 与 引 当 金 4,220,000

前 受 収 益 85,746,011

そ の 他 7,731,673

固 定 資 産 11,330,369,249 固 定 負 債 474,389,376

有 形 固 定 資 産 5,667,884,500 退 職 給 付 引 当 金 90,906,393

建 物 469,016,471 預 り 保 証 金 286,588,541

構 築 物 225,831,532 そ の 他 96,894,442

機 械 及 び 装 置 112,619,096

工 具 器 具 及 び 備 品 12,170,481 負 債 合 計 781,481,157

土 地 4,837,165,520 純 資 産 の 部

リ ー ス 資 産 11,081,400 科 目 金 額

株 主 資 本 15,742,416,969

無 形 固 定 資 産 3,494,069 資 本 金 6,400,000,000

電 話 加 入 権 3,494,069 利 益 剰 余 金 9,342,416,969

利 益 準 備 金 615,360,000

投資その他の資産 5,658,990,680 そ の 他 利 益 剰 余 金 8,727,056,969

投 資 有 価 証 券 5,225,956,996 港湾整備促進事業積立金 7,000,000,000

関 係 会 社 株 式 391,800,000 施 設 修 繕 積 立 金 800,000,000

長 期 前 払 費 用 7,329,870 繰 越 利 益 剰 余 金 927,056,969

繰 延 税 金 資 産 18,603,814

そ の 他 15,300,000

純 資 産 合 計 15,742,416,969

資 産 合 計 16,523,898,126 負債及び純資産合計 16,523,898,126
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４　株主資本等変動計算書（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位:千円）
株 主 資 本

資　本　金

利 益 剰 余 金

利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金

利益剰余金
合　　　計港湾整備促進

事 業 積 立 金
施 設 修 繕
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 6,400,000 612,800 6,650,000 700,000 1,327,358 9,290,158

当 期 変 動 額

利益準備金の積立 2,560 △� 2,560

剰 余 金 の 配 当 △� 25,600 △� 25,600

港湾整備促進事業
積 立 金 の 積 立 350,000 △� 350,000

施 設 修 繕
積 立 金 の 積 立 100,000 △� 100,000

当 期 純 利 益 77,858 77,858

当 期 変 動 額
合 計 2,560 350,000 100,000 △� 400,302 52,258

当 期 末 残 高 6,400,000 615,360 7,000,000 800,000 927,056 9,342,416

株 主 資 本

純資産合計株 主 資 本
合 　 　 計

当 期 首 残 高 15,690,158 15,690,158

当 期 変 動 額

利益準備金の積立

剰 余 金 の 配 当 △� 25,600 △� 25,600

港湾整備促進事業
積 立 金 の 積 立

施 設 修 繕
積 立 金 の 積 立

当 期 純 利 益 77,858 77,858

当 期 変 動 額
合 計 52,258 52,258

当 期 末 残 高 15,742,416 15,742,416
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５　剰余金の処分

⑴　期末配当に関する事項

ア　配当財産の種類

　　金銭

イ　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

ア　当社株式1株につき	 金2円

イ　配当金の総額	 25,600千円

⑵　利益準備金の積立に関する事項

（単位：千円）
区　　　　分 金　　　　額

増加する剰余金
利益準備金 2,560

減少する剰余金
繰越利益剰余金 2,560
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６　個別注記表（概要）

⑴　重要な会計方針に係る事項に関する注記

ア　有価証券の評価基準及び評価方法

ア　満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

イ　関係会社株式

総平均法による原価法によっている。

ウ　その他有価証券（市場価格のない株式等）

総平均法による原価法によっている。

イ　棚卸資産の評価基準及び評価方法

　商品

先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下の方法）によっている。	

ウ　固定資産の減価償却の方法

ア　有形固定資産（リース資産を除く。）

主として定率法によっている。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設

備を除く。）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定

額法によっている。

イ　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

エ　引当金の計上基準

ア　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額から中小企業退職金共済

制度による退職金の支給見込額を控除した額を計上している。

イ　役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、当事業年度における支給見込額を計上している。

オ　収益及び費用の計上基準

不動産賃貸事業においては、主に開発保有するオフィスビルや上屋倉庫、商業施設等の不動

産の賃貸を行っており、賃貸収益については、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第

13号 平成19年3月30日)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第16号 平成23年3月25日)に基づき会計処理をしている。

指定管理事業においては、自治体から指定管理業者として指定を受け、施設の管理運営等を実

施しており、履行義務が一時点で充足される場合にはサービス提供完了時点において、一定期間

にわたり充足される場合にはサービス提供期間に渡って収益を認識している。
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⑵　貸借対照表等に関する注記

ア　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	 130,470千円

短期金銭債務	 1,616千円

イ　取締役及び監査役に対する金銭債務	 2,160千円

ウ　有形固定資産の減価償却累計額	 　5,107,512千円

⑶　損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

ア　営業取引による取引高

売上高	  419,979千円

売上原価	  18,645千円

イ　営業取引以外の取引による取引高

受取配当金	 12,422千円

⑷　株主資本等変動計算書に関する注記

ア　当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式	 12,800,000株

イ　剰余金の配当に関する事項

ア　配当金支払額

　配当金の総額	 25,600千円

　１株当たり配当額	 2円

　基準日	 令和6年3月31日

　効力発生日	 令和6年6月26日

イ　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　配当金の総額	 25,600千円

　１株当たり配当金	 2円

　基準日	 令和7年3月31日

　効力発生日	 令和7年6月26日

⑸　税効果会計に関する注記

　繰延税金資産は、減価償却超過額及び未払費用が主な発生原因であり、繰延税金資産から控除

した評価性引当額は170,669千円である。



— 10 —

⑹　関連当事者との取引に関する注記

　親会社及び法人主要株主等

（単位：千円）

種 類 会社等
の名称

議決権等の
被所有割合

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

親会社 福岡市 直接51.0％ ―

賃 貸 収 入 69,198 売掛金 ７

指定管理事業 277,151 売掛金 117,611

クルーズ受入 73,629 売掛金 12,850

（注）　取引条件の決定方法

・賃貸収入については、近隣の取引実勢価額を参考に、賃貸面積を考慮のうえ、契約により

決定している。

・指定管理事業については、福岡市への提案を行い、公募形式で決定している。

・クルーズ受入事業については、福岡市が提示する条件及び当社の採算に基づく見積書を福

岡市に提出し、交渉のうえで決定している。

⑺　金融商品に関する注記

ア　金融商品の状況に関する事項

資金運用については、安全性等を重視し、短期的な預金や満期保有目的の債券等にて、運用を

行っている。

売掛金に係る顧客の信用リスクは、顧客ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、リスク

を十分に検討してリスク低減を図っている。

投資有価証券（株式）及び関係会社株式は非上場株式であり、事業報告及び計算書類等により

財政状況の把握を行っている。

投資有価証券（債券）は、市場価格の変動リスクに晒されているが、定期的に時価や発行体の

財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直している。なお、債券は取締役会の承認を受けた

指針に従い、一定の格付け以上を対象としているため、信用リスクは僅少である。

預り保証金は、管理業務委託に伴う保証金及び賃貸借契約に基づく敷金である。
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イ　金融商品の時価等に関する事項

令和7年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

いては、次のとおりである。

（単位：千円）
貸借対照表
計　上　額 時　　価 差　　額

①　資産：投資有価証券（債券） 5,085,956 4,850,402 △235,554
②　負債：預り保証金 286,588 205,530 △81,057

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項

資　産

①投資有価証券（債券）

時価については、取引金融機関から提示された価格によっている。

負　債

②預り保証金

預り保証金の時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、新規に同様の借入れ

を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定している。

（注２）「現金及び預金」は、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿

価格に近似することから、記載を省略している。

また、市場価格のない株式等（投資有価証券140,000千円、関係会社株式391,800千円）

は上表には含めていない。

⑻　賃貸等不動産に関する注記

ア　賃貸等不動産の状況に関する事項

福岡市内において賃貸収益を得ることを目的として賃貸オフィスビル、賃貸上屋倉庫、賃貸

商業施設及び賃貸用土地並びに賃貸用店舗を所有している。なお、賃貸オフィスビルの一部に

ついては、博多港開発株式会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用されている部分

を含むオフィスビルとしている。また、賃貸商業施設の一部について管理運営を委託している

ため、賃貸等不動産として使用されている部分を含む商業施設としている。

イ　賃貸等不動産の時価等に関する事項

（単位：千円）
貸借対照表計上額 時　　 価

5,501,813 13,232,000
（注１）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額

である。
（注２）当期末の時価は、「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定した金額である。

⑼　１株当たり情報に関する注記

ア　１株当たり純資産額	 1,229円88銭

イ　１株当たり当期純利益	 6円08銭
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７　契約金額が３億円以上の工事又は製造の請負の契約

　該当なし

８　契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約

　該当なし
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第３　監査役会等の意見

１　会計監査人の意見

計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

２　監査役会の意見

⑴　事業報告等の監査結果

ア　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと

認める。 

イ　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら

れない。 

ウ　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認める。また、当該内部統制シ

ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め

られない。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果 

　会計監査人　有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認める。
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第４　役　員　名　簿（令和７年８月１日現在）

役 職 名 氏 名 備 考

代 表 取 締 役
取 締 役 社 長 清 家 敬 貴 （常勤）

常 務 取 締 役 荒 巻 成 己 （常勤）

取 締 役
指定管理グループ部長 小 栁 英 明 （常勤）

取 締 役 鈴 木 順 也 福岡市港湾空港局長

取 締 役 山 本 泰 弘 株式会社九電工専務執行役員

取 締 役 樋 口 和 光 九州電力株式会社常務執行役員

取 締 役 御手洗　　　淳 西部ガスホールディングス株式会社取締役監査等役員

取 締 役 重 水 　 徹 西日本鉄道株式会社常務執行役員

取 締 役 内 川 孝 広 三井不動産株式会社九州支店長

取 締 役 松 下 琢 磨 九州旅客鉄道株式会社取締役常務執行役員

監 査 役 樋 口 和 生 （常勤）

監 査 役 大 津 智 彦 株式会社西日本シティ銀行執行役員地域振興本部副本部長

監 査 役 大 島 輝 久 株式会社福岡銀行地域共創部長


